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注意喚起文書 

証券 CFD 取引等の 

店頭デリバティブ取引に係るご注意 
 

○本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であ

り、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできません（注１）。  

 

本取引に関して、当社の役職員によって行われた勧誘が電話による場合、お客様の要請に基づくもの

であることをご確認ください。そうでない場合は当社法務・コンプライアンス部（03-4588-9701）まで

ご連絡ください。 

 

○本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発

生する可能性があります。また、その損失は、預託された証拠金の額を上回る場合があります。お客様

からの勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容及びリスク等を十分ご理解

のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。 

 

○本取引は、法令・諸規則により取引の内容や想定される損失額について、十分にご説明することとさ

れています。  

  

○本取引の内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社顧客管理部又は法務・コンプライ

アンス部までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下の ADR（注２）機関におけ

る苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。  

 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

電話番号 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

（注１）ただし、以下に該当する場合は適用されません。  

➢ 当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合  

➢ 勧誘の日の過去１年間に、店頭デリバティブ取引に係る２以上のお取引をされているお客様及び勧

誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高をお持ちのお客様の場合  

➢ 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産

及び負債に係る為替変動による損失の可能性を低減することを目的とする場合  

（注２）ADR とは、裁判外紛争解決手続きのことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争

の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。  
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証券 CFD 取引の契約締結前交付書面 
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により 

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社がお渡しするものです。 

                                                         

本書面には、証券 CFD 取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 

お取引開始前に本書面をお読みいただき、証券 CFD 取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いた

だいたうえで、お取引を行ってください。 

 

◆ CFD とは 

Contract for Difference（差金決済取引）の略称であり、有価証券の受渡しを行わず、売買価

格の差等に相当する金銭の授受のみにより差金決済するものをいいます。 

 

◆ 当社における CFD 取引 

国内外の証券取引所に上場している個別銘柄（ETF、REIT、ETN 等、指数に連動するものは除き

ます）のうち、当社が選定する銘柄を原資産とする CFD を取扱っています。 

 

◆ 証拠金 

証券 CFD 取引に係る証拠金には、「必要証拠金」（イニシャル・マージン）と「維持証拠金」（メンテ

ナンス・マージン）の 2 種類があります。 

本書面上の説明において、特に「必要証拠金」「維持証拠金」の別を明示することなく、単に「証拠金」

とのみ記載されている場合、その説明が取引約定時に係るものである場合は「必要証拠金」、また取引

約定後に係るものである場合は「維持証拠金」を指します。 

これら 2 種類の証拠金は、金額の算出方法も実際の金額もそれぞれ異なりますので、十分ご注意くだ

さい。また、外国株式を原資産とする証券 CFD 取引にあたっては、現地通貨を円に交換したうえで算

出されます。 

 

証券 CFD 取引を開始する前に、お客様の知識、取引経験、財産の状況及び投資目的を慎重に考

慮し、もしご自身が高いリスクを許容しうる投資経験・損失に耐えうる財産の状況にない場合には、証

券 CFD 取引を取り止める等、ご自身の判断と責任において投資判断を行っていただきますようお願いい

たします。 
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証券 CFD 取引のリスク等重要事項について 

1. 手数料 

証券 CFD 取引を行うにあたっては、別紙「手数料ガイドライン」に記載の料率、額及び方法に

より取引手数料等をお支払いいただきます。 

 

2. 証拠金 

証券 CFD 取引を行うにあたっては、当社ウェブサイトに掲載されている証拠金（現金に限りま

す。）を担保として預託していただきます。 

（https://www.interactivebrokers.co.jp/ja/index.php?f=50744） 

 

3. 価格変動による元本欠損のおそれ 

当社の証券 CFD 取引は、国内外の証券取引所に上場している個別銘柄を原資産として行

うデリバティブ取引です。そのため、対象原資産の価格変動や原資産となる発行体企業の収

益性、金利動向、通貨の価格または経済指標、政治情勢等さまざまな要因により、CFD 価

格が変動することから、利益が発生する可能性がある一方、損失が発生する可能性があります。 

 

4. 価格変動による元本超過損のおそれ 

証券CFD 取引には、レバレッジ効果があり、預託する証拠金以上のお取引が可能となります。

そのため、原資産の価格等の変動に損益が大きく左右されるハイリスクの取引であり、その変動

により損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。 

 

5. リクイデーションシステムにおけるリスク 

当社が提供している証券CFD取引においては、追証制度を採用していません。そのため、相場

の変動により証拠金不足が発生したときは、リクイデーションシステムにより、証拠金不足が解

消されるまで、当社が定めた方法により反対売買を行います。 

 

相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、リクイデ

ーションシステムでも損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、１

日の損失が予想を上回ることもあります。 

 

リクイデーションシステムによる反対売買や、約款等の定めによりその他の期限の利益の喪失の

事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあり

ます。この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 

https://www.interactivebrokers.co.jp/ja/index.php?f=50744


 

IBSJ2510（4125） 

3 

 

リクイデーションシステムでは、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターして

います。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当

社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様

に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損

失はお客様の負担となります。 

 

なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、

反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合

であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対

売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。 

 

リクイデーションが発生した場合の手数料は別に定める「手数料ガイドライン」に記載されている

通常の取引手数料がかかります。 

 

(1) リクイデーションシステムについて 

リクイデーションシステムとは、証券 CFD 取引を行ううえにおいて相場変動に伴う証拠金不足を

解消するために、当社独自で採用している仕組みです。当社では、追加証拠金制度を採用し

ていません。そのため、当社が各取引で規定している維持証拠金率を下回った場合には、以

下で説明する内容に従い、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行い

ます。 

リクイデーションシステムでは、取引時間中におけるお客様の口座内の証拠金余力をリアルタイ

ムでモニタリングしています。そのため、相場変動に伴う証拠金不足を速やかに解消することが

可能な一方で、相場が急激に変動した場合には損失を一定の範囲に抑えることができない場

合があります。その場合には、予想を上回る損失が発生する場合もあります。そのため、お客様

におかれましては、日頃より口座状況についてご確認いただき、予め必要な対応をいただくことが

肝要です。 

 

(2) リクイデーションシステムの仕組み 

リクイデーションシステムによるリアルタイムでのモニタリングの結果、デリバティブ取引における維持

証拠金率を下回った場合には、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を

行います。反対売買を行う対象商品は、必ずしも維持証拠金率を下回った商品に限定される

訳ではありません。 
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当社ではお客様のポートフォリオ全体をリスク管理の対象としています。そのため、維持証拠金

を下回る商品を検知した際、そのリスクを直ちに回避する最善の取引を実行します。その対象

は対象商品における「市場の流動性」、「価格」等を考慮した約定率により決定します。 

 

（3）リクイデーションシステムとロスカット 

リクイデーションシステムは当社が独自で採用しているものであり、当社が規定する維持証拠金

率を適用しています。そのため、一般的に適用されるロスカットとは異なるものです。ロスカット制

度が適用される証券CFD取引においては、法令諸規則にて規定されている維持率を採用のう

え実行します。 

証券CFD取引においては下記が各基準となっています。 

・ リクイデーションの基準（維持証拠金率）： 個人20％ 法人10％  

・ ロスカットの基準  ：  4％ 

 

6. 金利変動リスク（金利調整額について） 

証券 CFD 取引の建玉を持ち越した場合、取引終了時刻が到来した時点で、当該建玉に係

る金利調整額の受払いが発生します。買い建玉の場合は支払いが生じ、また、売り建玉の場

合は、金利情勢の動向等により、実際の受払いの別及びその額が変動します。これにより、お

客様の証券 CFD 取引の収益が減少（または損失が増加）する可能性があります。 

 

7. 外国為替レート変動リスク 

外国株式を原資産とする証券 CFD 取引を行う場合、適用する外国為替レートにより円換算

されるため、証券 CFD の価格変動による損失を上回る損失が発生する可能性があります。 

 

8. 証券 CFD 取引の相手方（当事者） 

証券 CFD 取引は取引所における株式等の売買とは異なり、当社が相手方（当事者）とな

る店頭デリバティブ取引です。従って金融商品取引所で取引されるものではなく、また清算機

関で決済されるものでもありません。そのため、当社がお客様に提示する証券 CFD 取引の価

格は、原資産の価格等を参照のうえ決定しますが、当該価格で約定することを保証するもので

はありません。 

 

9. 信用リスクを原因とする元本欠損のおそれ 

証券 CFD 取引はお客様と当社との相対取引であり、お客様は当社と取引することにより、信

用リスクを含む当社の財産上のリスク、ビジネスリスクを負うことになります。 
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10. カバー取引について 

    当社は、お客様と取引を行うと同時に、取引から生じるリスクの減少を目的とする取引を行って

います。これをカバー取引といい、当社自身はこれによって相場変動のリスクに対して中立となります。 

当社のカバー取引先の概要は以下となります。 

商 号：インタラクティブ・ブローカーズ（ユー・ケー）リミテッド 

   （英文表記：Interactive Brokers (U.K.) Limited.） 

所在地：Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY 

・ 同法人は当社グループ会社であり、Financial Conduct Authority の登録 

（英国 FCA 登録加入：208159）を受けて運営している金融商品取引業者です。 

 

11. 証券 CFD 取引の流動性リスク 

原資産の流動性の低下に伴い、当社が提示する証券 CFD 取引の流動性が低下することが

あり、取引ができないリスクがあります。 
 

具体的には、以下の場合があります。 

・ 重要な企業情報・経済指標の発表、要人発言などにより原資産が売買停止・規制等に

より取引されない場合、当該証券 CFD 取引の取引が停止になる可能性があります。 
 

・ 相場の急変時等により取引が執行されるまでに思いがけない時間を要する可能性があります。 
 

・ 天変地異、戦争、テロ、政変、政策の変更、企業倒産等の特殊な状況下で特定の証券

CFD 取引が困難または不可能となる可能性もあります。 

 

12. 価格の誤表示にかかるリスク  

カバー取引先が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された（インバリッド）価

格でお客様の注文が約定される場合があります。このような場合、当該約定は無効となります

ので予めご了承ください。 

 

13. 約定遅延リスク  

証券 CFD 取引において、相場実勢と乖離する価格や数量を発注された場合又は通信環境

等によって、約定が遅くなるリスクがあります。また、上記のような注文が多く見受けられるお客様

におかれましては一定期間通常の注文についても、注文処理や約定が遅くなる場合があります

ので予めご了承ください。 
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14. 決済の期限 

当社が取扱う証券 CFD 取引には、原則として決済期限はありません。ただし、原資産たる個

別株式のコーポレート・アクション（株式併合、株式分割等の権利処理等）により必要が生じ

た場合、もしくは当社が合理的な理由により必要と判断した場合には、決済期限を設定するこ

とがあります。 

 

15. ロスカットに伴うリスク 

お客様が証券 CFD 取引を行うにあたり、お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生し

ないよう、お客様の建玉を反対売買するルール（ロスカット・ルール）を設けておりますが、相場

の急激な変動によりロスカットが実行されるまでに時間がかかる場合があり、ロスカット価格がロ

スカット基準時の価格から乖離して約定することがあります。その結果、当該証拠金の額を上

回る損失が生じるおそれがあります。 

 

16. 当社によるお客様の建玉の決済 

お客様が所定の日時までに必要な証拠金を預託しない場合や、取引約款の定めによりその他

の期限の利益の喪失の事由に該当した場合、あるいは取引約款に定めるその他の契約終了

事由に該当した場合は、当社はお客様が損失を被った状態でお客様の建玉の一部または全

部を決済することがあります。その場合、当該決済によって生じた損失についても、お客様が責

任を負うことになります。  

 

17. 証券 CFD 取引の売り建て規制及び売り建玉の強制決済 

法令諸規則による規制、株券貸借市場の状況、当社独自の規制基準その他当社が必要と

認める場合、原資産によっては新規売り建て取引を規制する場合があり、また、当社は合理

的な判断に基づき、お客様の証券 CFD 売り建玉の反対売買を行うことがあります。 

 

18. 証拠金額の変更 

証券 CFD 取引に係る証拠金額は、規制や制度の変更、または合理的理由に基づく当社の

判断により変更されることがあり、その結果、証拠金の追加預託等が必要となる場合がありま

す。必要な証拠金額は、当社ウェブサイトや取引システムの画面にてご確認ください。また、当

社が証拠金額を上げた結果お客様の証拠金に不足が生じた場合には、新たなお取引ができ

なくなる可能性があります。 
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19. 法規制・税務リスク 

関連する法令諸規規則や政策、財務・金融政策及び税制の変更により、お客様の証券CFD

取引の収益が減少（または損失が増加）する等、お取引に影響を与える可能性があります。 

 

20. 取引システムに係るリスク 

当社は、インターネットを通じて証券 CFD 取引を提供しているため、コンピュータ・ソフトウェア、

ハードウェア及び通信回線等に依存しています。そのため、システム障害が発生した場合には、

取引システムへのアクセスの遮断や証券 CFD 取引の価格提示、取引の提供を不能とし、当

社サービスの全ての面に影響を与える可能性があります。また取引システムや通信回線等が正

常に作動しないことにより、注文の発注・執行・確認・取消などが行えない可能性があります。

口座開設時にカスタマー・アグリーメントにて説明させていただいておりますが、当社の責任は限

定的であるため、お客様におかれましては、お取引にあたり、取引システムとサービスが利用でき

なくなった場合に備えて、代替となる取引手段をご準備いただく必要があります。 

 

21. クーリング・オフの適用について 

本取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 

 

22. 分別管理について 

証券 CFD 取引のためにお客様からお預かりする証拠金については、当社の自己資産と分別し

て、株式会社三井住友銀行に信託し管理しています。外国株CFD取引に関連する外貨は、

日本時間午前７時*（米国時間前日午後５時）に当社の所定のレートで日本円に換算さ

れ分別管理されます。 

*米国が夏時間の場合は午前６時となります。 

なお、証券 CFD 取引の証拠金は日本投資者保護基金の補償の対象外となります。 
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当社による証券CFD取引は、金融商品取引法その他の関係する法令諸規則を遵守して行います。 

 

1.  証券 CFD 取引の概要 

(1) 取扱銘柄 

当社が取扱う証券 CFD 取引は、国内外の証券取引所に上場している株式のうち当社が選定する個別銘

柄を原資産とする証券 CFD 取引です。 

 

(2) 取引形態 

証券 CFD 取引は有価証券関連店頭デリバティブ取引の一種であり、当社とお客様との相対取引になります。 

 

(3) 取引概要 

・ 証券 CFD 取引の証拠金額は、当社が設定する証拠金率等により決まります。 

・ 証券 CFD 取引の取引価格は対象となる原資産の価格等に連動します。 

・ 証券 CFD 取引の決済は、原資産の株式の取引通貨で行われます。 

・ 証券 CFD 取引の建玉を取引終了時刻が到来した時点で保有している場合、金利調整額の受払いが

発生します。 

・ 原則として決済期限はありません。リクイデーションシステム及びロスカット・ルールによる強制決済または当

社が必要と認める場合を除き、建玉の決済はお客様の反対売買によってのみ行われます。 

・ 証券 CFD 取引において、原資産たる個別銘柄の配当金権利確定日の取引時間終了時点で建玉を

保有していた場合、配当金調整額が発生します。原則として、買い建玉を保有している場合は配当金

調整額を受取り、売り建玉を保有している場合は配当金調整額を支払います。 

・ 外国株を原資産とする証券 CFD 取引においては、該当する通貨が口座にない場合には、取引時に自

動的に該当する通貨へ当社所定のレートで日本円から自動的に換金されます。また、取引金額がプラス

の時には当該通貨のまま口座に残り、取引金額がマイナスなった場合には日本円に当社所定のレートで

自動的に換金されます。 

 

(4) 建玉（ポジション）の決済 

■ 反対売買による決済 

お客様の建玉をお客様ご自身の注文（反対売買）により決済していただく方法です。 

 

■ 強制ロスカットによる決済 

当社のリクイデーションシステム及びロスカット・ルールに基づき、お客様の取引口座で証拠金に不足が生じた

場合、お客様の証券 CFD 取引に係る建玉を自動的に反対売買します。  

 

証 券 C F D 取 引 の 仕 組 み に つ い て 
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■ 法令諸規則等による強制決済 

法令諸規則による規制、株券貸借市場の状況、当社独自の規制基準その他当社が必要と認める場合、

お客様の証券 CFD 売り建玉の反対売買を行うことがあります。 

 

2.  手数料など、取引にかかる諸費用 

(1) 取引手数料 

所定の取引手数料がかかります。手数料につきましては、別紙「手数料等ガイドライン」にてご確認ください。 

取引手数料は、証券 CFD 取引の約定と同時に、売買代金に加減算されます。 

(2) その他費用 

お客様が当社に取引口座を開設された場合、口座維持手数料等が発生する場合があります。詳細につきま

しては、別紙「手数料等ガイドライン」にてご確認ください。 

 

3.  想定元本（証拠金額算出の基準となる元本） 

証券 CFD 取引における想定元本の算出方法は以下のとおりです。 
 

想定元本 ＝ 約定価格※ × 取引数量 
 

    ※ 外国株式を原資産とする証券 CFD 取引の約定価格は、現地通貨による約定価格に当社が適用する 

為替レートにて円換算した価格となります。 

 

4.  証拠金 

(1) 証拠金の預託 

新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める証拠金額以上の証拠金を、当社が定める

方法により、当社に預託していただきます。 

 

(2) 証拠金の通貨及び代用有価証券 

証券CFD取引におけるお客様と当社の金銭の受払いは、日本円の他、米国ドル、ユーロ、英国ポンドの現金

にて行うものとします。また、株式等の有価証券で代用することはできません。 

 

(3) 証拠金の種類と計算方法 

当社では過去の一定期間の原資産のリターン（％）の標準偏差の5倍を基礎として独自の算出モデルに 

よって算出する証拠金、及び下記計算式による証拠金（最低証拠金）のいずれか大きい方を当社における

最終的な証拠金として採用しています。 

証券CFD取引の証拠金には、必要証拠金、維持証拠金の2つがあり、その算出方法及び最低証拠金は、

下記のとおりです。 

 

■必要証拠金（イニシャル・マージン） 

必要証拠金とは、新規取引の際に必要となる証拠金であり、その算出方法は以下のとおりです。 
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必要証拠金 ＝ 約定価格※ × 取引数量 × 当社が定める証拠金率 

※ 外国株式を原資産とする証券CFD取引の約定価格は、現地通貨による約定価格に当社が 

  適用する為替レート（詳細は「5.適用為替レート」を参照ください）にて円換算した価格となります。 

 

【最低証拠金率】 

取引毎に、個人口座は最低 22％、法人口座は最低12.5％が適用されます。なお、約定以降は維持証

拠金率が適用されます。 

 

■維持証拠金（メンテナンス・マージン） 

維持証拠金とは、約定後、建玉が決済されるまでの間、リクイデーションされることなく建玉を維持するために

必要な証拠金であり、その算出方法は以下のとおりです。 

維持証拠金 ＝ 約定価格※ × 取引数量 × 当社が定める証拠金率 

 

※ 当社では、維持証拠金の算出にあたっての「約定価格」として、当社が定めた一定の時刻の時価を採

用しています。 

※ 外国株式を原資産とする証券CFD取引の約定価格は、現地通貨による約定価格にリアルタイムの対

日本円の為替レートにて円換算した価格となります。 

 

【最低証拠金率】 

約定後の証拠金率は、個人口座は最低20%、法人口座は最低10％に設定されております。お客様に

は、日中、証拠金の充足状況を適宜確認し、リクイデーションの対象とならないよう十分な証拠金額を預託

していただく必要があります。 

 

(4) 預託金の引出し 

お客様が一旦当社に預託金を預託された後における、引出し可能額の算出方法は以下のとおりです。 

預託金の引出し可能額 ＝ 受渡済み資金 + 評価損失額 － 必要証拠金額 

 

(5) 証拠金不足の場合の取扱い 

当社では、いわゆる「追加証拠金」の制度を採用しておりません。当社では、取引実行後においても、お客

様が預託されている証拠金が維持証拠金額を下回る場合には、約款の定めに従い、お客様が保有されて

いる証券CFD取引以外の取引や建玉（株式や先物・オプション取引に係る建玉）を強制決済（リクイデ

ーション）し、証券CFD取引に係る証拠金に充当します。 

従って、お客様は、当社の維持証拠金額を満たす充分な資金を維持するように、常時、取引口座の状況

を注視する必要があります。 

 

(6) ロスカットの取扱い 

ロスカットとは、お客様の証拠金不足を防止するために、当社がお客様の建玉を自動で決済する取引です。

当社では、お客様の建玉、証拠金その他預託資産の状況をシステム上でモニターしており、お客様の証拠金
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の状況が当社の設定するロスカット・ライン※ を下回った場合には、当社が定める額の必要証拠金を回復す

るためにロスカットが即時且つ自動的に発動されます。ロスカット取引の対象となる建玉は、原則として、必要

証拠金を回復するために必要な証券CFDの建玉に限定されます。 

※ 証券CFD取引について当社が設定するロスカット・ラインは、４％です。 

 

（7）ハウスマージン 

当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。 

 

■ラージ・ポジション・チャージ 

保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の 0.5％相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠

金においては、時価総額に対し 0.5％から 2％増加するごとに最大 100％まで増加します。  

 

■ショート・チープ・ストック・チャージ 

対象原資産が時価総額 5 億ドル以下（500 億円相当額以下）の銘柄を売り建てされる場合（ショート

ポジションを保有される場合）に適用されます。必要証拠金は、時価総額が 5 億ドル（500 億円相当

額）から 2 億 5 千万ドル（250 億円相当額）に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が

2 億 5000 万ドル（250 億円相当額）から 1 億ドル（100 億円相当額）の場合、必要証拠金は

100％となり最低 2.50 ドル（250 円相当額）が適用されます。  

 

■特定銘柄に集中投資されている場合の証拠金（コンセントレーション ミニマム） 

お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合（特定銘柄に集中投資されている場

合）、または保有されているポジションのうち、上位 2 銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上

記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。 

適用基準については、上位 2 銘柄のポジションに 30％、残りのポジションに 5％の損失が発生したケースを想

定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。委託証

拠金は、通常の維持証拠金に 10％の上乗せされたものが適用されます。 

 

（8） 証拠金の管理方法（顧客財産の分別管理） 

当社がお客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引法の規定に基づき、三井住友銀行への金銭信託

を行う方法により当社固有の財産とは分別して管理されます。 

 

5.  適用為替レート 

外国株式を原資産とする証券 CFD 取引に適用される為替レートは、当社が定める為替レートとなります。 

 

6.  金利とその調整 

(1) 金利調整額 

証券CFD取引において、取引時間終了時点で建玉を保有していた場合、金利調整額が建玉に発生しま
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す。金利調整額は当社が定めた額とし、お客様の取引口座から加算または減算されます※。 

※ 買い建玉の場合は支払い、売り建玉の場合は、金利情勢の動向等により、実際の受払いの別及び 

その額が変化・変動します。 

 

(2) 借入金利 

証券CFD取引において、お客様が売り建玉を持ち越す場合には、原資産の借入調達コストの支払いが発

生します。これが借入金利で、原資産の貸借需給関係等を踏まえつつ、カバー取引先の提示に基づき、

当社がその利率を決定します。 

 

7.  主なコーポレート・アクションの取扱い 

原資産たる株式銘柄に影響を与えるコーポレート・アクション（株式分割、株式分離、有償増資、合併など）

が発生した場合には、当社は、独自の判断で関係者間の権利と義務の経済的に同等の効果を維持するた

めに必要な調整、修正、実行を決定します。上記に加え、または代替として、当社は独自の判断で、当該

銘柄のコーポレート・アクションに先立って当該証券 CFD 建玉の反対売買を行う権利を留保します。 

 

(1) 配当金調整額 

証券CFD取引の保有中に、原資産に配当が実施された場合、現物株投資の場合における配当金に相当

する「配当金調整額」の受払い（買い建玉の場合は受取り、売り建玉の場合は支払い）が発生します。

原資産が外国株式の場合、配当調整金は当社が決定する為替レートにて円換算のうえ、円により受払い

します。 

なお、売り建玉・買い建玉の場合とも、実際の配当金調整額は原資産の配当金額を基準として当社が決

定します。 

 

(2) 株式分割・株式併合 

お客様が原資産たる株式銘柄に係る標記基準日において当該銘柄の建玉を保有していた場合は、買い

建玉・売り建玉ともに分割比率に応じて建玉数を増やす処理、または併合比率に応じて建玉数を減らす処

理が行われます。 

 

(3) その他のコーポレート・アクション 

上記以外のコーポレート・アクションについては、当社は合理的と判断する処理を採用します。 

 

8.   両建取引の禁止 

お客様は、証券 CFD 取引にあたり、同一原資産の売り建玉と買い建玉を同時に保有することはできません。

未決済の建玉と反対の売買を行った場合、当該未決済建玉は、その全部または一部が決済されます。反

対売買の数量が未決済の建玉より多い場合は、当該未決済の建玉全部が決済され、かつ残りの数量は

新規の建玉として約定されます。  
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9.    取引時間 

証券 CFD 取引の取引時間は、原則として対象原資産が上場している各証券取引所の取引時間に準じま

す。ただし、取引時間は予告なく変更される場合がありますので、取引時間につきましては、必ず当社ウェブ

サイト及び取引システム上のお知らせをご確認ください。 

 

10. ロールオーバー 

証券 CFD 取引では、取引日以降、決済が行われない限り、毎営業日の取引時間終了後に当該取引の

翌営業日への繰り延べが行われます。これを「ロールオーバー」といいます。ロールオーバーにおいては、金利調

整額、配当金調整額、借入金利に加えて、外国株式を原資産とする CFD ポジションがある場合には、円

換算に使用する適用為替レートを更新のうえ計算の処理を行います。 

 

11. 取引に係る債務の履行／証拠金の預託及び返済の方法 

お客様が、証券CFD取引により発生する債務を履行する方法、その他本取引におけるお客様と当社の金

銭の受払いは、すべて日本円にて行うものとし、外貨では行わないものとします。また、代用有価証券による

証拠金への充当もできませんのでご注意ください。 

 

12. 税金 

個人が行った証券CFD取引における税金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をす

る必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失とな

る場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 

法人が行った証券CFD取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 

当社は、お客様が証券CFD取引を行った場合、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記

載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 

税務に係る詳細は、必要に応じ税理士等の専門家にお問い合わせください。
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お客様が、当社で証券CFD取引を行われる際の手続きの概要は、以下のとおりとなります。 

 

1. 口座開設 

(1) 本書面の交付 

証券CFD取引開始に先立ち取引口座の開設申込みにあたっては、事前に本書面を熟読し、証券CFD取

引の概要やリスクを十分にご理解ください。なお、申し込みと合わせて、本書面を受領し、お客様の判断と責

任において取引を行う旨の確認書への差入れをお願いします（本書面の交付・確認書の差入れは電磁的

方法により行われます。事前に電子交付等への承諾をお願いします。）。 

 

(2) 取引口座の開設 

証券CFD取引は、当社総合取引口座にて行います。当社に取引口座をお持ちでないお客様は、取引の

仕組み・リスク及び当社の本取引の特徴について理解し、証券CFD取引約款、カスタマーアグリーメント、本

書面の内容にご同意・ご承諾いただいた上で、取引口座の開設をお申込みください。当社では、口座開設

審査基準を設け、商品知識、資産状況、投資経験その他必要な事項を考慮し、口座開設手続を行いま

す。 

すでに当社総合取引口座をお持ちのお客様は、取引の仕組み・リスク及び当社の本取引の特徴について理

解し、証券CFD取引約款、本書面の内容にご同意・ご承諾いただいた上で、当社に対して証券CFD取引

に係る取引権限（トレーディング・パーミッション）の付与をご申請下さい。当社では、社内の取引権限付与

基準に従い、商品知識、資産状況、投資経験その他必要な事項を考慮し、当該権限付与手続を行いま

す。 

 

2. 注文の方法  

お客様がお持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット等インターネットに接続可能な端末のうち、当社が推奨する

環境において、利用できるアプリケーションを通じて証券CFD取引に係る注文をしていただきます。 

詳細は当社ホームページ「トレーディング・プラットフォーム」にてご確認ください。 

 

3. 注文の指示事項 

お客様は、当社に証券CFD取引を注文される場合、以下の事項を当社にご指示いただきます。 

・銘柄 

・売／買の別 

・取引数量 

・注文の種類（指値／成行等） 

・注文の有効期限 

証券ＣＦＤ取引の手続について 
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・その他お客様の指示によることとされている事項 

4. 証拠金の預託 

お客様は、証券CFD取引を注文される場合、当社に証拠金の預託を行う必要があります。 

 

5. 反対売買による建玉の減少 

保有されている建玉の反対売買に相当する取引が約定された場合は、当該約定分が保有建玉か減少します。 

 

6. 取引成立の報告 

お客様の証券CFD取引に係る注文が約定された場合、その内容をご確認いただくため、注文画面の「Trade 

Log」に約定内容が表示されます。なお、取引報告書の交付は電磁的方法により行います。 

 

7. 証券 CFD 取引の対象銘柄の価格 

当社がお客様に提示する証券CFD取引の各銘柄の価格については、東京証券取引所及びジャパンネクスト証

券株式会社が運営する私設取引システム（PTS）、その他外国金融取引所で実際に提示されている気配値

のうち、お客様にとって最良のものを、原資産の価格としてお客様に提示します。当該取引価格は当社がお客様

に提供する取引システム上で提示いたします。 

 

8. 電磁的方法による書面の交付 

当社からの書面の交付は、原則として当社が指定するインターネット・システムを通じ電磁的方法にて行います。

お客様の取引報告書・取引残高報告書につきましても、当社がお客様に無料で提供する口座管理ツールを通じ

て電磁的に提供いたします。 

 

9. 禁止行為 

当社においては、金融商品取引法及び当社の社内規程により、お客様を相手方とした有価証券関連店頭デリ

バティブ取引（証券CFD取引もこの中に含まれます。）に関して、以下のような行為が禁止されています。 

 

(1) 虚偽の告知や断定的判断の提供等  

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約（顧客を相手方とし、または顧客のために有価証券関連店頭デ

リバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じ。）の締結またはその勧誘に関して、お

客様に対し虚偽のことを告げる行為。  

・ お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあるこ

とを告げて有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為。 

 

(2) 不招請勧誘 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘を要しない顧客に対して、訪問しまたは電話をかけ

て、有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の勧誘をする行為。 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結について、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を
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受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該有価証券関連店頭デリバテ

ィブ取引契約の締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。

以下同じ。）を表示したにもかかわらず当該勧誘をする行為、又は勧誘を受けた顧客が当該有価証券関

連店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず当該勧誘行為を継続する行為。 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結又は勧誘に関して、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に

電話又は訪問により勧誘する行為。 

 

(3) 損失補てん及び利益の提供 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生じることになり、またはあらかじめ定めた額の

利益が生じないことになった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足する

ため当該顧客又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者

に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、また

は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引について、自己または第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補

てんし、または顧客の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該

顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束さ

せる行為。  

・ 有価証券関連デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に

追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。  

・ 取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客若しくは第三

者に対し特別の利益を提供する行為（第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる

行為を含みます。）。 

  

(4) 不適切な説明・表示 

・ 本書面の交付に際し、本書面の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び有価証券関連店頭

デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による

説明をしないこと。  

・ 取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。 

 

(5) 虚偽の相場 

・ 取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚

偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。  

 

(6) 無断売買 

・ あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により本取引を行う行為。 
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(7) 自己取引に関する事項 

・ 当社の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）若しくは使用人が、自己の

職務上の地位を利用して、顧客の本取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づい

て、または専ら投機的利益の追求を目的として本取引をする行為。 

 

(8) スリッページ  

・ 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な

場合）には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生す

る場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合）にも、顧客にとって不利な価格で

取引を成立させること。  

・ 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立

させるスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利

な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページ

の範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。）。  

・ 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッペ

ージが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。 

 

(9) その他の禁止行為 

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫

をする行為。  

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約につき、お客様に対し、当該お客様が行う本取引の売付または買

付と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。）の勧誘その他これに類

似する行為をすること。  

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅

延させる行為。  

・ 登録外務員以外の者に勧誘等外務員の職務を行わせる行為。  

・ 有価証券関連店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しない

で当該顧客を集めて当該取引契約の締結を勧誘する行為。 

 

10. その他 

・ 当社からの通知や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速

やかに当社顧客管理部までご照会ください 
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当社の概要 

商  号  等      インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第187 号 

農林水産省指令４新食第２０８７号  

２０２２１２０１商第７号 

本店所在地      〒100－6025  

東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 霞が関ビルディング25階 

連  絡  先      03-4590-0707 

加 入 協 会     日本証券業協会、日本商品先物取引協会 

指定紛争解決機関   特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資  本  金     2,750,520 千円 （令和7年10月現在） 

主 な 事 業     金融商品取引業、商品先物取引業 

設立年月        平成18年8月 

 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住所  ：〒100－6025  

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング25階 

電話番号：03-4588-9701 

受付時間：平日 9時00分～17時00分（土日祝・年末年始を除く） 

 

金融 ADR 制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を

目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決

機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。 

 

住所  ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005 

（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く） 

 

 

 

当 社 の 概 要 
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用  語 意  味 

相対取引 金融商品取引所を介さずに、取引の当事者（売り手と買い手）が、直

接、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引。OTC

（Over The Counter）取引とも呼ばれます。 

原資産 デリバティブ取引の対象となる資産。証券CFD取引においては、金融商品

取引所で取引されている株式の個別銘柄の価格や複数の個別銘柄の価

格から算出される指数が原資産となります。 

差金決済 現物の受渡しを伴わず、反対売買により差金の授受のみを行う決済。  

証拠金 取引の契約義務の履行を確保するために、担保として預託する保証金。  

スリッページ 顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と

約定価格とに相違があること。 

建玉（たてぎょく） 約定済みの証券CFD取引のうち、未決済のもの。 

なお、買付け後未決済の建玉を買い建玉（ロング・ポジション）、売付け後

未決済の建玉を買い売り建玉（ショート・ポジション）といいます。 

ロールオーバー 約定された証券CFD取引が決済されない場合の翌営業日への繰り延べ。 

両建て 同一の商品の売り建玉と買い建玉を同時に持つこと。  

ロスカット 損失を確定させる決済取引を行うこと。 

金利調整額 証券CFD取引の建玉を持ち越した場合に、原資産の調達のために受払い

される金額。 

配当金調整額 証券CFD取引の保有中に、原資産に配当が実施された場合に受払い

（買い建玉の場合は受取り、売り建玉の場合は支払い）が発生する金

銭。 

評価損（益）（ひょうかそん・えき） 未決済建玉に関して便宜的に評価した未実現の損（益）。  

 

CＦＤ取引に関する主な用語 


